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Ⅰ－２ 障 害
しょうがい

（者
しゃ

）の範囲
はんい

 素案
そあん

  

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の対 象
たいしょう

規定
きてい

 

【結 論
けつろん

】 

 障 害 者
しょうがいしゃ

（障 害 児
しょうがいじ

を含
ふく

む 以下
い か

、同
おな

じ）の定義
ていぎ

を次
つぎ

のように定
さだ

める。 

この法 律
ほうりつ

において障 害 者
しょうがいしゃ

（障 害 児
しょうがいじ

を含
ふく

む）とは、身 体 的
しんたいてき

又
また

は精 神 的
せいしんてき

な機能
きのう

障 害
しょうがい

を有
ゆう

する者
もの

であって、その機能
きのう

障 害
しょうがい

と環 境
かんきょう

に起因
きいん

する障 壁
しょうへき

との間
あいだ

の相互
そうご

作用
さよう

により、日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

に制 限
せいげん

を受
う

ける者
もの

をいう。 

 

【要 検 討
ようけんとう

】「本 法
ほんほう

の支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする者
もの

」を定義
ていぎ

に含
ふく

めるべきという

提 案
ていあん

があるが、第 一
だいいち

に相 談
そうだん

支援
しえん

等
とう

は障 害
しょうがい

が確 定
かくてい

されない段 階
だんかい

から

支援
しえん

の対 象
たいしょう

とされるべきであり、第二
だいに

に本 来
ほんらい

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

で規定
きてい

されるべ

き支援
しえん

が規定
きてい

されない場合
ばあい

又
また

は不足
ふそく

している場合
ばあい

、それらについてはそれ

を求
もと

めることができなくなることはないのか。 

 

○ 上 記
じょうき

機能
きのう

障 害
しょうがい

には、身 体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ちてき

障 害
しょうがい

、精 神
せいしん

障 害
しょうがい

（発 達
はったつ

障 害
しょうがい

を

含
ふく

む。）その他
た

の心 身
しんしん

の機能
きのう

障 害
しょうがい

（慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

に伴
ともな

う機能
きのう

障 害
しょうがい

を含
ふく

む）

を含
ふく

む。 

 

【説 明
せつめい

】 

（1）「谷間
たにま

」を生
う

まない包 括 的
ほうかつてき

規定
きてい

について 

 これまでの国 際 的
こくさいてき

、国 内 的
こくないてき

確 認
かくにん

を踏
ふ

まえれば、支援
しえん

を必 要
ひつよう

としている全
すべ

ての障 害 者
しょうがいしゃ

をもれなく対 象
たいしょう

とする規定
きてい

を設
もう

ける方 向 性
ほうこうせい

は、全
すべ

ての関 係 者
かんけいしゃ

で共 有
きょうゆう

されている。また、年 齢
ねんれい

の規定
きてい

を設
もう

けることによって支援
しえん

の対 象
たいしょう

か

ら排 除
はいじょ

されることのないように、障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

に障 害 児
しょうがいじ

を含
ふく

むものとして

規定
きてい

した。 
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（2）「身 体 的
しんたいてき

または精 神 的
せいしんてき

な機能
きのう

障 害
しょうがい

」について 

障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

１条
じょう

の「身 体 的
しんたいてき

、精 神 的
せいしんてき

、知的
ちてき

又
また

は感 覚 的
かんかくてき

な機能
きのう

障 害
しょうがい

」や障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改 正
かいせい

案
あん

（2011年
ねん

４月
がつ

22日
にち

閣議
かくぎ

決 定
けってい

）の「身 体
しんたい

障 害
しょうがい

、

知的
ちてき

障 害
しょうがい

、精 神
せいしん

障 害
しょうがい

その他
た

の心 身
しんしん

の機能
きのう

の障 害
しょうがい

」という規定
きてい

があること

から、例示
れいじ

列 挙 的
れっきょてき

な規定
きてい

も考
かんが

えられたが、例示
れいじ

以外
いがい

が実 際 的
じっさいてき

には除
じょ

外
はず

され

る危険性
きけんせい

が高
たか

まり、新
あら

たな障 害
しょうがい

が発 見
はっけん

・認知
にんち

される度
たび

に法
ほう

改 正
かいせい

作 業
さぎょう

が

必 要
ひつよう

となるなど、多
おお

くの問 題
もんだい

がある。そこで、法 律 上
ほうりつじょう

の障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

は

包 括 的
ほうかつてき

なものを基本
きほん

として掲
かか

げ機能
きのう

障 害
しょうがい

については、「身 体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ちてき

障 害
しょうがい

、精 神
せいしん

障 害
しょうがい

（発 達
はったつ

障 害
しょうがい

を含
ふく

む。）その他
た

の心 身
しんしん

の機能
きのう

障 害
しょうがい

（慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

に伴
ともな

う機能
きのう

障 害
しょうがい

を含
ふく

む）」を含
ふく

むという形
かたち

で、例示
れいじ

した。 

なお、「機能
きのう

障 害
しょうがい

」の概 念
がいねん

については、世界
せかい

保健
ほけん

機構
きこう

（WHO）により、ICIDH

（国 際
こくさい

障 害
しょうがい

分 類
ぶんるい

，1980年
ねん

）において、「機能
きのう

障 害
しょうがい

（impairments）」は「心理的
しんりてき

、

生理的
せいりてき

又
また

は解 剖 的
かいぼうてき

な構 造
こうぞう

又
また

は機能
きのう

のなんらかの喪 失
そうしつ

又
また

は異 常
いじょう

である」と

規定
きてい

され、ICF（国 際
こくさい

生 活
せいかつ

機能
きのう

分 類
ぶんるい

，2001年
ねん

）においても、「著
いちじる

しい変異
へんい

や

喪 失
そうしつ

などといった、心 身
しんしん

機能
きのう

または身 体
しんたい

構 造 上
こうぞうじょう

の問 題
もんだい

」とし、その網羅的
もうらてき

な分 類
ぶんるい

項 目
こうもく

も示
しめ

されている。 

また、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

においても、障 害
しょうがい

（disability）や障 害 者
しょうがいしゃ

の概 念
がいねん

を整理
せいり

する要素
ようそ

として「機能
きのう

障 害
しょうがい

」が使
つか

われている。ICFは、「障 害
しょうがい

の理解
りかい

や

適 切
てきせつ

な施策
しさく

推 進
すいしん

等
とう

の観 点
かんてん

からその活 用
かつよう

方 策
ほうさく

を検 討
けんとう

する。」（2002年
ねん

障 害 者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計 画
けいかく

）とあり、世界的
せかいてき

にも公知
こうち

のものとなっている。 

 

（3）「慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

に伴
ともな

う機能
きのう

障 害
しょうがい

を含
ふく

む」について 

難 病
なんびょう

等
とう

の慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

に罹患
りかん

した者
もの

は、疾 患
しっかん

に対
たい

する医 療 的
いりょうてき

サービス
さ ー び す

と

ともに、生 活
せいかつ

の支 障
ししょう

に対
たい

する福祉的
ふくしてき

サービス
さ ー び す

の両 方
りょうほう

が必 要
ひつよう

となる場合
ばあい

が

多
おお

い。しかし難 病
なんびょう

などで症 状
しょうじょう

が変 動
へんどう

する場合
ばあい

には「障 害
しょうがい

」と認 定
にんてい

されず

生 活
せいかつ

支援
しえん

から除 外
じょがい

されるのが一 般 的
いっぱんてき

である。この現 状
げんじょう

に照
て

らせば、慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

による機能
きのう

障 害
しょうがい

の存 在
そんざい

を明
あき

らかにする必 要
ひつよう

があるため、この文 言
ぶんげん

を
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注 意 的
ちゅういてき

に規定
きてい

した。 

 

（4）「環 境
かんきょう

に起因
きいん

する障 壁
しょうへき

との間
あいだ

の相互
そうご

作用
さよう

」について 

障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の前 文
ぜんぶん

（E）項
こう

を参 考
さんこう

に、「障 害
しょうがい

」を、障 害 者
しょうがいしゃ

が他
ほか

の

者
もの

と 平
びょう

等
どう

な立場
たちば

で社 会
しゃかい

に参加
さんか

することが制 限
せいげん

されていることとして捉
とら

え、

そうした参加
さんか

の制 限
せいげん

が環 境
かんきょう

の障 壁
しょうへき

との相互
そうご

作用
さよう

で生
しょう

じていることを示
しめ

すも

のである。なおこれは参加
さんか

の制 限
せいげん

を解
かい

決
けっ

するために障 壁
しょうへき

除 去
じょきょ

が重 要
じゅうよう

であ

ることを一 般 的
いっぱんてき

に示
しめ

すための説 明
せつめい

であって、本 法
ほんほう

の支援
しえん

の対 象 者
たいしょうしゃ

である

か否
いな

かを確 認
かくにん

する際
さい

に、個々
こ こ

の障 害 者
しょうがいしゃ

について具体的
ぐたいてき

に障 壁
しょうへき

や相互
そうご

作用
さよう

を

特 定
とくてい

する必 要
ひつよう

はない。 

 

（5）「日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

または社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

に制 限
せいげん

」について 

前 述
ぜんじゅつ

のように、「障 害
しょうがい

」を障 害 者
しょうがいしゃ

が社 会
しゃかい

に参加
さんか

することの制 限
せいげん

として捉
とら

える以 上
いじょう

、「生 活
せいかつ

」とは主 要
しゅよう

な活 動
かつどう

であるか否
いな

かを問
と

わず、また「制 限
せいげん

」

とは多大
ただい

な支 障
ししょう

であるか否
いな

かを問
と

わず、広
ひろ

く解
かい

される必 要
ひつよう

がある。本 法
ほんほう

の

支援
しえん

の対 象 者
たいしょうしゃ

とすべきかどうかの主 要
しゅよう

な基 準
きじゅん

は、「制 限
せいげん

」の有無
う む

よりもそ

の「制 限
せいげん

」を解 決
かいけつ

するための支援
しえん

の必 要 性
ひつようせい

の有無
う む

にあることを想起
そうき

すべき

である。 

 

 



 

4 

 

 


